




Ⅱ.調査方法の統一と調査成績の定期的集計について 

3 班で以下の合意に達した。 

1.調査は奇形の有無にかかわらず全ての生産児並びに妊娠 24 週以降の死産児について行

い,全例報告方式をとる。 

2.共通の奇形マーカーについて詳細かつ具体的な取り決めを行ったが,その大要は①大奇

形を原則とする,②国際クリアリングハウスのマーカーはすべて採用して,これと比較検討

できるようにする,③マーカー奇形は ICD コードナンバーと対応できるようにする,④こヒ

で定めた共通マ一カー奇形調査成績は山村班外表奇形調査成績として,別に定めた特定様

式の用紙を用いて 3ヵ月毎に大阪に集め,ここで集計する。 

なお,より詳細な奇形各項目の定義や除外事項などについては実務担当者間で今後引き続

き検討する,また,各項目の内容を説明したガイドライン集を作成する作業を急ぐことが申

し合わせされた。 


